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○
総
務
省
告
示
第
八
十
八
号

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
認
定
機
関
と

し
て
登
録
し
た
株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
・
コ
ー
ポ
レ
イ
シ
ョ
ン
か
ら
技
術
基
準
適
合
認
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在

地
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
九
日
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術
基
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適
合
認
定
の
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行
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事
務
所
の
所
在
地

変
更
後

変
更
前

三
重
県
松
阪
市
桂
瀬
町
七
一
八
番
地
一

三
重
県
度
会
郡
度
会
町
大
野
木
三
五
七
一
番
地
二

三
重
県
度
会
郡
度
会
町
大
野
木
三
五
七
一
番
地
二

二

変
更
年
月
日

令
和
三
年
二
月
十
五
日


